
8広報ところざわ平成 28年 5月号

年
４
月
１
日
生
ま
れ

▼ 

95
歳
…
大
正
10
年
４
月
２
日
〜
11
年
４

月
１
日
生
ま
れ

▼ 

１
０
０
歳
…
大
正
５
年
４
月
２
日
〜
６

年
４
月
１
日
生
ま
れ

▼ 

60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、
心
臓
、
腎
臓
、

呼
吸
器
機
能
、
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル

ス
に
よ
る
免
疫
機
能
障
害
が
あ
る
方

（
障
害
認
定
１
級
程
度
）

自
己
負
担
額

　
５
、
４
６
０
円

◎
生
活
保
護
受
給
者
は
全
額
公
費
負
担
で

す
（
生
活
保
護
受
給
証
明
書
が
必
要
）。

問
保
健
セ
ン
タ
ー
健
康
管
理
課

　
☎
２
９
９
１
‐
１
８
１
１

「
心
と
か
ら
だ
の
健
や
か
ア
ン
ケ
ー
ト
」に

ご
協
力
く
だ
さ
い
！

　
５
月
17
日
㈫
に
認
知

症
や
介
護
予
防
に
関
す

る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
対
象

者
へ
郵
送
し
ま
す
。
回

答
結
果
に
基
づ
き
、
ア

ド
バ
イ
ス
表
を
８
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

対 

４
月
１
日
現
在
、
70
歳
以
上
の
偶
数
年

齢
で
、
要
支
援
・
要
介
護
の
認
定
を
受

け
て
い
な
い
方

問
高
齢
者
支
援
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
２
０

で
き
ま
す
が
、
承
認
の
翌
年
度
か
ら
数
え

て
３
年
度
目
以
降
の
追
納
は
一
定
額
が
加

算
さ
れ
ま
す
。

◎
申
請
は
年
度
ご
と
に
必
要
で
す
。
納
付

の
時
効
を
迎
え
て
い
な
い
期
間
は
、
さ
か

の
ぼ
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。

申 

年
金
手
帳
、
学
生
証
・
在
学
証
明
書

（
コ
ピ
ー
可
）
を
市
役
所
１
階
市
民
課
、

　
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー（
並
木
を
除
く
）、

　
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
（
所
沢
駅
・
狭
山

　
ケ
丘
・
小
手
指
）
に
直
接

◎
代
理
人
に
よ
る
申
請
は
、
代
理
人
の
印

鑑
・
本
人
確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

問
市
民
課
（
国
民
年
金
担
当
）

　
☎
２
９
９
８
‐
９
０
９
５

成
人
用
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
予
防
接
種

　
対
象
者
に
案
内
を
郵
送
し
ま
し
た
。
市

内
協
力
医
療
機
関
で
接
種
し
て
く
だ
さ
い
。

案
内
が
届
か
な
い
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

助
成
期
限
　
平
成
29
年
３
月
31
日

対
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

▼ 

65
歳
…
昭
和
26
年
４
月
２
日
〜
27
年
４

月
１
日
生
ま
れ

▼ 

70
歳
…
昭
和
21
年
４
月
２
日
〜
22
年
４

月
１
日
生
ま
れ

▼ 

75
歳
…
昭
和
16
年
４
月
２
日
〜
17
年
４

月
１
日
生
ま
れ

▼ 

80
歳
…
昭
和
11
年
４
月
２
日
〜
12
年
４

月
１
日
生
ま
れ

▼ 

85
歳
…
昭
和
６
年
４
月
２
日
〜
７
年
４

月
１
日
生
ま
れ

▼ 

90
歳
…
大
正
15
年
４
月
２
日
〜
昭
和
２

重
症
心
身
障
害
児
の
方
は
、
手
当
月
額

５
千
円
を
障
害
児
福
祉
手
当
と
併
せ
て

受
給
可

◆
障
害
児
福
祉
手
当

対 

次
の
い
ず
れ
か
の
障
害
が
あ
る
20
歳
未

満
の
方

　
▼
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
の
一
部

▼
療
育
手
帳
Ⓐ
の
一
部
▼
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
１
級
で
常
時
介
護
が
必
要
▼

重
度
の
内
部
障
害
、
血
液
疾
患
な
ど
で
日

常
生
活
が
極
度
に
制
限
さ
れ
る
状
態

◎
施
設
入
所
者
、
障
害
が
支
給
理
由
の
年

金
受
給
者
、
対
象
者
・
配
偶
者
・
扶
養
義

務
者
に
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
場
合
は

対
象
外
で
す
。

手 

当
月
額
　
１
４
、
６
０
０
円
（
変
更
に

な
る
場
合
あ
り
）

◆
特
別
障
害
者
手
当

対 

次
の
い
ず
れ
か
の
障
害
が
あ
り
、
常
時

特
別
な
介
護
が
必
要
な
20
歳
以
上
の
方

　
▼
身
体
障
害
者
手
帳
２
級
以
上
の
障
害

を
重
複
▼
肢
体
不
自
由
に
係
る
障
害
の
一

つ
に
つ
き
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
▼
療
育

手
帳
Ⓐ
▼
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１

級
▼
重
度
の
内
部
障
害
、
血
液
疾
患
な
ど

で
、
日
常
生
活
上
絶
対
安
静

◎
施
設
入
所
者
、
３
カ
月
以
上
の
継
続
入

院
者
、
対
象
者
・
配
偶
者
・
扶
養
義
務
者

に
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
場
合
は
対
象

外
で
す
。

手 

当
月
額

　
２
６
、
８
３
０
円
（
変
更
に

な
る
場
合
あ
り
）

申
問
市
役
所
１
階
障
害
福
祉
課

　
☎
２
９
９
８
‐
９
１
１
６
に
直
接

国
民
年
金
保
険
料
の
学
生
納
付
特
例
制
度

　
20
歳
以
上
の
学

生
で
本
人
の
所
得

が
一
定
額
以
下
の

場
合
、
在
学
中
の

国
民
年
金
保
険
料

の
納
付
が
猶
予
さ

れ
ま
す
。

　
猶
予
期
間
は
、

老
齢
基
礎
年
金
の

受
給
に
必
要
な
期
間
に
数
え
ら
れ
ま
す
が
、

年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
年
金
額
を
増
額
す
る
た
め
、
過
去
10
年

以
内
で
あ
れ
ば
保
険
料
を
納
付
（
追
納
）

難
病
患
者
見
舞
金

対 

市
内
在
住
で
、
指
定
難
病
医
療
・
特
定

（
指
定
）
疾
患
医
療
・
小
児
慢
性
特
定

疾
病
医
療
受
給
者
証
の
交
付
を
受
け
て

い
る
方（
所
沢
市
重
度
心
身
障
害
福
祉
・

特
別
障
害
者
・
障
害
児
福
祉
・
経
過
的

福
祉
手
当
受
給
者
を
除
く
）

見
舞
金
　
２
万
５
千
円

◎
平
成
27
年
４
月
以
降
は
、
生
涯
１
回
限

り
の
支
給
で
す
。

申  

問
受
給
者
証
、
印
鑑
、
金
融
機
関
の
本

支
店
名
・
口
座
番
号
（
20
歳
以
上
は
本

人
名
義
）
を
市
役
所
１
階
障
害
福
祉
課

☎
２
９
９
８
‐
９
１
１
６
に
直
接

被
爆
者
健
康
手
帳
を
お
持
ち
の
方
へ

入
院
見
舞
金
な
ど
を
支
給

対
市
内
在
住
の
被
爆
者
健
康
手
帳
所
持
者

見
舞
金

　
３
万
円
（
年
度
１
回
）

◎
葬
儀
執
行
者
に
葬
祭
費
を
支
給
し
ま
す
。

申
問
市
役
所
１
階
福
祉
総
務
課

　
☎
２
９
９
８
‐
９
１
１
３
に
直
接

重
度
心
身
障
害
福
祉
手
当
・

障
害
児
福
祉
手
当
・
特
別
障
害
者
手
当

◆
重
度
心
身
障
害
福
祉
手
当

留 

意
事
項
　
▼
施
設
入
所
者
、
住
民
税
が

課
税
さ
れ
て
い
る
方
、
特
別
障
害
者
・

障
害
児
福
祉
・
経
過
的
福
祉
手
当
の
受

給
者
は
対
象
外
▼
重
度
の
肢
体
不
自
由

お
よ
び
知
的
障
害
が
あ
り
、
人
工
呼
吸

管
理
な
ど
の
医
療
的
ケ
ア
が
必
要
な
超

問
自
動
車
税
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
５
０
‐
３
７
８
６
‐
１
２
２
２

検
診
申
し
込
み
は
５
月
31
日
㈫
ま
で

　
保
健
セ
ン
タ
ー
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ

ー
な
ど
で
受
診
す
る
胃
・
肺
・
乳
が
ん
検

診
、
骨
粗
し
ょ
う
症
検
診
、
成
人
歯
科
検

診
の
申
し
込
み
期
限
は
５
月
31
日
㈫
で
す
。

平
成
28
年
度
版
健
康
ガ
イ
ド
と
こ
ろ
ざ
わ

を
ご
覧
の
上
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
保
健
セ
ン
タ
ー
健
康
管
理
課

　
☎
２
９
９
１
‐
１
８
１
１

合
併
浄
化
槽
へ
の
転
換
に
補
助
金
を
支
給

対
次
の
全
て
を
満
た
す
方

　
▼
生
活
排
水
処
理
基
本
計
画
図
に
示
し

た
浄
化
槽
整
備
区
域
内
▼
浄
化
槽
処
理
水

を
河
川
、
県
道
・
市
道
の
側
溝
や
水
路
な

ど
へ
放
流
可
能
な
区
域
、
ま
た
は
浄
化
槽

処
理
水
を
地
下
浸
透
す
る
場
合
、
県
と
事

前
協
議
を
し
て
い
る

◎
住
居
の
新
築
・
増
改
築
（
人
槽
変
更
を

必
要
と
す
る
場
合
）
に
伴
う
浄
化
槽
の
設

置
、
申
請
前
に
着
工
し
た
工
事
は
補
助
対

象
外
で
す
。

申 

問
５
月
10
日
㈫
か
ら
市
役
所
５
階
資
源

　
循
環
推
進
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
４
６

　
に
直
接

低
所
得
の
高
齢
者
に
３
万
円
を
支
給

　
対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
世
帯
へ

「
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金

（
高
齢
者
向
け
）
申
請
書
」
を
郵
送
し
ま

し
た
。
郵
送
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
書
が
届
い
て
い
な
い
場
合
は
、
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

問
臨
時
福
祉
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

０
１
２
０
‐
８
５
０
‐
２
２
６

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

納
税
通
知
書
を
郵
送

　
平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
、
固
定
資
産

を
所
有
し
て
い
る
方
に
28
年
度
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
納
税
通
知
書
を
郵
送
し

ま
す
。
詳
細
は
同
封
の
お
知
ら
せ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

◎
５
月
下
旬
に
な
っ
て
も
届
か
な
い
場
合

は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
資
産
税
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
６
８

小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の

支
給
継
続
申
請
開
始

　
保
健
所
か
ら
申
請
書
類
が
郵
送
さ
れ
ま

す
。
期
間
内
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
期
間

　
６
月
15
日
㈬
〜
７
月
29
日
㈮

場 

狭
山
保
健
所
（
狭
山
市
稲
荷
山
２
丁
目

16
‐
１
／
稲
荷
山
公
園
駅
徒
歩
７
分
）

◎
申
請
書
類
が
届
か
な
い
方
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。
な
お
、
医
療
意
見
書
は

同
封
し
ま
せ
ん
。
指
定
医
に
依
頼
し
て
く

だ
さ
い
。

問
同
保
健
所
☎
２
９
５
４
‐
６
２
１
２

５
月
31
日
㈫
は
自
動
車
税
の
納
期
で
す

　
納
税
通
知
書
は
５
月
６
日
以
降
に
郵
送

し
ま
す
。
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

夜間納税・相談窓口

区分 対象 手当月額

Ａ

▶身体障害者手帳１級
程度▶療育手帳Ⓐ▶
障害程度が障害児福祉
手当の支給要件に該当
（精神障害者も含む）

11,500円（65
歳以上新規申
請者は 6,500
円）

Ｂ
▶身体障害者手帳２級
程度▶療育手帳Ａ・Ｂ

９千円（65歳
以上新規申請
者は４千円）

Ｃ
▶精神保健福祉手帳
１・２級

５千円（65歳
以上新規申請
者は対象外）

休日開庁
５月14日㈯・28日㈯

市役所・まちづくりセンター（並木を除く）

午前8時30分～午後0時30分

場所

取り扱い業務 問い合わせ
転入・転出・転居
などの手続き、印
鑑登録、住民票や
戸籍などの証明書

市役所１階市民課
☎２９９８‐９０８７

国民年金の手続き
同１階市民課
国民年金担当
☎２９９８‐９０９５

国民健康保険の手
続き

同１階国民健康保険課
☎２９９８‐９１３１

後期高齢者医療制
度の相談※

同１階国民健康保険課
後期高齢者医療制度担当
☎２９９８‐９２１８

課税・非課税証明
書、納税証明書

市民税課
（同１階特設窓口）
☎２９９８‐９０６４

市税・国民健康保
険税の納付

収税課
（同１階特設窓口）
☎２９９８‐９０７３納税相談※

※は市役所のみです。業務の詳細は、事前
にご確認ください。

◆開設日時
５月２日㈪・31日㈫、６月１日㈬
午後５時 15分～８時

問市役所２階収税課☎２９９８‐９０７３

５月31日㈫
▶固定資産税・都市計画税（第１期）
▶軽自動車税（全期）

納期限のお知らせ

平日忙しい方へ！

お
知
ら
せ

手話通訳あり 予約保育あり／ことわりのないものは５月２日㈪から申し込み開始／FAXでの問い合わせは、広報課FAX２９９４‐０７０６へ

◆補助金額

人槽区分
最大補助額

（本体工事費＋配管
費＋処分費）

5人槽 54万２千円
7人槽 59万６千円
10人槽 68万６千円

◎予算の範囲内で 10基程度
を補助します。

熊
本
地
震
災
害
の
義
援
金
箱
設
置

　
６
月
30
日
㈭
ま
で
市
役
所
１
階
総
合
案

内
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
設
置

し
て
い
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
福
祉
総
務
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
１
３


